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２０１６(平成２８)年度  法学既修者入学試験問題（２月試験） 

 

民 法 

 
(１２０分，総点１５０点) 

 

 

試験開始の指示があるまで開かないこと 

 

注意 

１．問題冊子は，表紙を含めて４ページで，問題は３問ある。 

２．解答用紙は３枚配布する。解答は解答用紙に記入し，解答の末尾には，「以上」と明記

すること。また，用紙が不足した場合には，追加の用紙を配布するので，挙手して監

督者に知らせること。 

３．下書き用紙として，白紙を１枚配布する。ただし，下書き用紙の提出は認めないので，

必ず解答用紙に清書して提出すること。 

４．解答用紙への受験番号，氏名記入は，監督者の指示によること。また，「管理番号」欄

は，大学側が使用するので受験生は記入しないこと。 

５．問題の内容に関する質問には，応じない。 

６．試験時間内の退場はできない。なお，試験中の発病等やむを得ない場合には，挙手に

より監督者に知らせ，その指示に従うこと。 

７．試験終了後は，監督者の指示があるまで，各自の席で待機すること。 

８．問題冊子及び下書き用紙は，各自で持ち帰ること。 



2 

第１問 

Ｘは，自己所有の甲建物を賃貸して賃料を得ようと考え，不動産業を営んでいた幼なじ

みのＡに，甲建物の賃貸及び管理を任せることにした。 

平成２６年１２月１日，Ｘは，Ａから甲建物の登記識別情報（「不動産登記法により，登

記官が登記を完了したときに登記名義人に通知する情報で，当該登記名義人がその後権利

に関する登記等を申請する場合において，名義人を識別し，名義人自らが登記申請をして

いることを確認するために用いられるもの」有斐閣法律用語辞典第４版８４２頁）の提供

を求められたため，特に何も確認することなく，Ａに登記識別情報を提供した。 

また，平成２７年１月２０日，Ｘは，Ａから実印と印鑑登録証明書を渡すように求めら

れ，Ａを信用していたＸは，その使途について，Ａに何も尋ねることもなく，実印・印鑑

登録証明書を渡した。 

さらに，平成２７年２月２０日には，Ｘは，Ａから提示された証書に署名した。その証

書は甲建物に関するＸからＡへの売渡証書であったが，Ｘは全くその内容を確認していな

かった。加えて，その場でＡが登記申請書にＸの実印を押印するのを黙って見ていた。 

平成２７年２月２４日，Ａは，Ｘから得た登記識別情報・実印・印鑑登録証明書や，売

渡証書，登記申請書を利用して甲建物について売買を原因とするＡ名義の所有権移転登記

をし，さらに，同年３月１５日，善意・無過失のＹに対して甲建物を売却し，所有権移転

登記をした。 

その後，甲建物がＹ所有名義となっているのを知ったＸは，Ｙに対して甲建物の所有権

移転登記の抹消登記を求めた。 

ＸのＹに対する抹消登記請求は認められるか。              （60点） 
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第２問 

１ Ａ米穀店の店員Ｂは，顧客から注文のあった白米２０キログラム入りの袋２袋を自転

車の荷台に乗せて商店街を走行中，歩行者のＣに追突し，Ｃに外見上加療２週間程度の

傷害を負わせた。ＢとＣは，その場で話し合い，ＢがＣに２週間程度の期間の治療費（外

見上明白な傷害の治癒するまでの治療費）を支払うという示談をした。 
  しかし，Ｃの傷害の程度は意外に重く，外見上の傷害だけでなく，身体の深部に及ぶ

ものであった。そのため傷害は加療２ヶ月を要するものであることが後に判明した。こ

の場合に，Ｃは，誰に対してどのような法的理由によって２ヶ月分の治療費の損害賠償

を請求することができるか。 
  なお，Ｃに生じたその他の損害については論じなくてよい。       （40点） 

 
２ Ｄは，所有していた本件土地をＥに売却したが，代金の一部を受領したのみで死亡し

た。Ｄには二人の子Ｆ，Ｇがおり，相続人はこの二人のみである。Ｆは会社勤務のサラ

リーマンであり，Ｇは，病院を開業している資産家である。 
  Ｅが，Ｆ，Ｇに対し，残代金を支払うから本件土地所有権の移転登記手続きに必要な

書類を交付するよう催告した。Ｆはこれに応じたが，Ｇは応じなかった。そのため，移

転登記手続きをすることのできなかったＥは，Ｆらに対して残代金の支払いを拒んだ。 
  Ｆは，その子の大学進学を控えており，現金が必要であったので，問題の登記申請書

類をＥに引き渡して，残代金の支払いを受けたい。Ｆは，Ｇに対してどのような請求を

することができるか。判例の立場に立って説明しなさい。         （20点） 
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第３問 

Ａが死亡し，遺言はなかったので，Ａの子Ｂ，Ｃ，ＤがＡの遺産を相続することとな

った。Ａの主要な遺産として，Ｐ銀行の預金３０００万円のほか，宅地甲（時価２００

０万円）と甲地上の建物乙（時価１０００万円）がある。これまで，Ｂは建物乙でＡと

同居し，生活をともにしてきた。ＣとＤは独立して他に住居をかまえている。 
 最高裁判例の見解を参考にして，以下の問いに答えなさい。なお，１と２は独立した

問題である。 
 
１ ＣがＰ銀行に対してＡの預金のうち自己の法定相続分に当たる額の払戻しの請求

をした場合，この請求は認められるか。               （15点） 
 
２ Ｂ，Ｃ，Ｄの遺産分割協議の結果，Ｐ銀行の預金は全額払い戻しを受けて，Ｂ，Ｃ，

Ｄがそれぞれ均等額で取得することとし，宅地甲と建物乙をＢが取得し，その代わり

にＢがＣとＤに遺産分割協議の日から１年以内にそれぞれ１０００万円ずつ支払う

という合意が成立した。しかし，１年が経過しても，Ｂが約束した金員の支払いをし

ようとしないため，ＣとＤはＢの債務不履行を主張して，遺産分割協議のやり直しを

求めた。この請求は認められるか。                 （15 点） 
 


